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公布された規則のあらまし

◇鳥取県収入証紙規則の一部を改正する規則

１ 証紙の小売りさばき人は､ 売りさばき場所等を追加し､ 又は廃止しようとするときは､ 知事に届け出な

ければならないこととした｡ (第12条､ 様式第12号の２関係)

２ 証紙の小売りさばき人の指定の申請において､ 複数の売りさばき場所について同時に申請することがで

きるよう､ 小売りさばき人指定願の様式を改めることとした｡ (様式第９号関係)

３ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

４ この規則は､ 平成17年４月１日から施行することとした｡

◇鳥取県出納局設置規則の一部を改正する規則

１ 集中化推進室の分掌事務に､ 公共料金等の債務が確定する前に行う支出負担行為等の事務を加えること

とした｡ (第３条関係)

２ 集中化推進室の分掌事務から扶養手当等に係る認定等に関する事務を削除することとした｡ (第３条関

係)

３ この規則は､ 平成17年４月１日から施行することとした｡

◇鳥取県出納局等事務決裁規則の一部を改正する規則

１ 出納局長､ 室長及び室長補佐の専決事項を改めることとした｡ (別表第３､ 別表第４関係)

２ 総合事務所の課長補佐の専決事項を廃止することとした｡ (第７条､ 別表第５関係)
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３ 集中化推進室長の委任決裁事項から扶養手当等の認定等に関する事務を削除することとした｡ (別表第

６関係)

４ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

５ この規則は､ 平成17年４月１日から施行することとした｡

◇鳥取県会計規則の一部を改正する規則

１ 旅費出納員を新たに総合事務所に置くこととし､ 県民局企画総務課の会計係長の職にある者を充てる

こととした｡ (第５条の２関係)

２ 自動口座振替の方法により支払おうとするときに､ 支出負担行為書によらず支出負担行為をすること

ができる経費を定めることとした｡ (第38条の２関係)

３ 資金前渡のできる経費の範囲を拡大することとした｡ (第70条関係)

４ 電子入札の手続について規定することとした｡ (第122条､ 第125条の２､ 第126条､ 第127条関係)

５ シルバー人材センター等と随意契約をする場合の手続について規定することとした｡ (第135条の３関

係)

６ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

７ この規則は､ 平成17年４月１日から施行することとした｡

◇鳥取県物品事務取扱規則の一部を改正する規則

１ 県の依頼に基づき物品の貸付けを行う場合は､ 物品借受申込書を不要とし､ 保証人を立てることを要し

ないこととした｡ (第22条関係)

２ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

３ この規則は､ 平成17年４月１日から施行することとした｡

◇県立学校の授業料等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に関する規則の一部を改正する規則

１ 県立学校の授業料について､ 授業料の滞納により退学の処分を受けた者の未納の授業料を免除すること

ができる事由を新たに定めることとした｡ (第２条関係)

２ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

３ この規則は､ 平成17年４月１日から施行することとした｡

規 則

鳥取県収入証紙規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第58号

鳥取県収入証紙規則の一部を改正する規則

鳥取県収入証紙規則 (昭和39年鳥取県規則第17号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号 (以下 ｢移動項等｣ という｡) に対応する同
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表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号 (以下 ｢移動後項等｣ という｡) が存在する場合に

は､ 当該移動項等を当該移動後項等とし､ 移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には､ 当該移動項等

(以下 ｢削除項等｣ という｡) を削り､ 移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には､ 当該移動後項等

(以下 ｢追加項等｣ という｡) を加える｡

次の表の改正後の欄中様式の表示に下線が引かれた様式 (以下 ｢追加様式｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (項及び号の表示並びに削除項等を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡)

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (項及び号の表示並びに追加項等及び追加様式を除く｡ 以下

｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正

後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当

該改正後部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分 (以下 ｢改正表｣ という｡) に対応する次の表の改正後の欄の

表中太線で囲まれた部分 (以下 ｢改正後表｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正表を当該改正後表に改め､

改正後表に対応する改正表が存在しない場合には当該改正後表を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(小売りさばき人の指定の取消し等)

第12条 小売りさばき人は､ 証紙の売りさばき又は計器による表示を

やめようとするときは､ 小売りさばき人廃止届 (様式第12号) を知

事に提出しなければならない｡

２ 小売りさばき人は､ 証紙の売りさばき場所又は計器による表示の

場所を追加し､ 又は廃止しようとするときは､ 売りさばき場所等追

加 (廃止) 届 (様式第12号の２) を知事に提出しなければならない｡

３ 小売りさばき人は､ その名称又は売りさばき場所若しくは計器に

よる表示の場所の名称若しくは所在地を変更したときは､ 小売りさ

ばき人変更届 (様式第12号の３) を知事に提出しなければならない｡

４ 知事は､ 小売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは､

その指定を取り消すことができる｡

(１) 略

(２) 前３項の規定による届出を怠ったとき｡

(３) 略

別表第１ (第２条､ 第７条､ 第８条､ 第13条関係)

１ 使用料及び手数料

(１)～(14) 略

(15) 鳥取県食品衛生法施行条例 (平成12年鳥取県条例第17号) 第５

条の規定に基づく手数料

(16)～(19) 略

(20) 略

(21) 略

(22) 略

(23) 略

(24) 略

(25) 略

(26) 鳥取県手数料徴収条例 (平成12年鳥取県条例第37号) 第２条第

１項の規定に基づく手数料 (同項第15号から第15号の４まで及び第

223号から第225号までに規定する手数料を除く｡)

(27) 略

２ 略

様式第９号 (第11条関係)

(小売りさばき人の指定の取消し等)

第12条 小売りさばき人は､ 証紙の売りさばき又は計器による表示を

やめようとするときは､ 小売りさばき人廃止届 (様式第12号) を､

その名称又は売りさばき場所若しくは計器による表示の場所を変更

したときは､ 小売りさばき人変更届 (様式第12号) をそれぞれ知事

に提出しなければならない｡

２ 知事は､ 小売りさばき人が次の各号の一に該当するときは､ その

指定を取り消すことができる｡

(１) 略

(２) 前項の規定による届出を怠ったとき｡

(３) 略

別表第１ (第２条､ 第７条､ 第８条､ 第13条関係)

１ 使用料及び手数料

(１)～(14) 略

(15) 鳥取県食品衛生法施行条例 (平成12年鳥取県条例第17号) 第４

条の規定に基づく手数料

(16)～(19) 略

(20) 鳥取県改良普及員資格試験条例 (昭和27年鳥取県条例第59号)

第10条の規定に基づく手数料

(21) 略

(22) 略

(23) 鳥取県林業改良指導員資格試験条例 (昭和33年鳥取県条例第11

号) 第８条の規定に基づく手数料

(24) 略

(25) 略

(26) 略

(27) 略

(28) 鳥取県手数料徴収条例 (平成12年鳥取県条例第37号) 第２条第

１項の規定に基づく手数料 (同項第15号の２から第15号の４まで及

び第223号から第225号までに規定する手数料を除く｡)

(29) 略

２ 略

様式第９号 (第11条関係)
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小売りさばき人指定願

下記のとおり鳥取県収入証紙の小売りさばき人の指定を受けたいの

で､ お願いします｡

年 月 日

職 氏 名 様

住所

氏名 印○

記

小売りさばき人指定願

市 町

１ 売りさばきの場所 大字 番地

郡 村

鳥取県収入証紙の小売りさばき人の指定を受けたいので､ お願いし

ます｡

年 月 日

鳥取県知事 様

住所

氏名 印○

売りさばき場所又は計器

による表示の場所の名称
所 在 地 備 考

様式第12号 (第12条関係)

小売りさばき人廃止届

鳥取県収入証紙規則第12条第１項の規定により､ 下記のとおり廃止

したいのでお届けします｡

職 氏 名 様

年 月 日

住所

氏名 印○

記

様式第12号 (第12条関係)

小売りさばき人変更 (廃止) 届

鳥取県収入証紙規則第12条の規定により､ 下記のとおり変更 (廃止)

したいのでお届けします｡

鳥取県知事 様

年 月 日

住所

氏名 印○

記

廃止年月日 年 月 日
区 別 売りさばき場所

氏 名

(又は代表者)

変更
年月日

(廃止)

変更
理 由

(廃止)

変更前
市 町 番地

郡 村

変更後

(廃止)

市 町 番地

郡 村

様式第12号の２ (第12条関係)

売りさばき場所等追加 (廃止) 届

鳥取県収入証紙規則第12条第２項の規定により､ 下記のとおり売り

さばき場所 (計器による表示の場所) を追加 (廃止) したいのでお届

けします｡

職 氏 名 様



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県出納局設置規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第59号

鳥取県出納局設置規則の一部を改正する規則
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年 月 日

住所

氏名 印○

記

追加・

廃止の

別

売りさばき場所又

は計器による表示

の場所の名称

所在地
追加・廃止

年月日

様式第12号の３ (第12条関係)

小売りさばき人変更届

鳥取県収入証紙規則第12条第３項の規定により､ 下記のとおり変更

したのでお届けします｡

職 氏 名 様

年 月 日

住所

氏名 印○

記

１ 小売りさばき人の名称の変更

区 別 名 称 変更年月日

変更前

変更後

２ 売りさばき場所又は計器による表示の場所の名称又は所在地の変更

区 別
売りさばき場所又は計器

による表示の場所の名称
所在地 変更年月日

変更前

変更後



鳥取県出納局設置規則 (昭和49年鳥取県規則第54号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県出納局等事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第60号

鳥取県出納局等事務決裁規則の一部を改正する規則

鳥取県出納局等事務決裁規則 (昭和49年鳥取県規則第55号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下 ｢移動別表細目｣ という｡) に対

応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下 ｢移動後別表細目｣ という｡)

が存在する場合には､ 当該移動別表細目を当該移動後別表細目とし､ 移動別表細目に対応する移動後別表細目が

存在しない場合には､ 当該移動別表細目 (以下 ｢削除別表細目｣ という｡) を削る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (別表の細目の表示及び削除別表細目を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ と

いう｡) に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (別表の細目の表示を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣

という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在

しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分

を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分 (以下 ｢移動表｣ という｡) に対応する次の表の改正後の欄の

表中太線で囲まれた部分 (以下 ｢移動後表｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動表を当該移動後表に改め､

移動表に対応する移動後表が存在しない場合には､ 当該移動表を削る｡
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改 正 後 改 正 前

(各室の分掌事務)

第３条 各室の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

会計管理室～出納室 略

集中化推進室

(１) 略

(２) 知事の権限に属する事務のうち次に掲げるも

の

ア及びイ 略

ウ 鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号)

第40条第３項各号に掲げる経費の債務が確定す

る前に行う支出負担行為及び支出命令に関する

こと｡

(各室の分掌事務)

第３条 各室の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

会計管理室～出納室 略

集中化推進室

(１) 略

(２) 知事の権限に属する事務のうち次に掲げるも

の

ア及びイ 略

ウ 扶養手当､ 通勤手当､ 住居手当及び単身赴任

手当に係る認定､ 確認､ 決定及び改定に関する

こと｡
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改 正 後 改 正 前

(定義)

第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ それぞれ当該各号に定めるところによる｡

(１)～(10) 略

(11) 出納機関の出納員 鳥取県会計規則 (昭和39

年鳥取県規則第11号) 第２条第３号に規定する出

納機関 (同規則附則第２項から第６項までの規定

により出納機関とみなされる総務部自治研修所､

生活環境部衛生環境研究所､ 商工労働部産業技術

センター及び農林水産部農業大学校並びに鳥取県

西部総合事務所福祉保健局を含む｡) に同規則第

５条第２項の規定により置かれる出納員 (同規則

附則第２項から第６項までの規定により充てられ

る出納員を含む｡) をいう｡

(12) 略

(総合事務所の会計係長の専決事項)

第７条 総合事務所の会計係長 (会計に関する事務を

担当する副主幹を含む｡ 別表第５において同じ｡)

の専決事項は､ 別表第５に掲げるとおりとする｡

別表第３

出納局長及び室長の専決事項

(定義)

第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ それぞれ当該各号に定めるところによる｡

(１)～(10) 略

(11) 出納機関の出納員 鳥取県会計規則 (昭和39

年鳥取県規則第11号) 第２条第３号に規定する出

納機関 (同規則附則第２項から第４項までの規定

により出納機関とみなされる商工労働部産業技術

センター及び農林水産部農業大学校並びに鳥取県

東部福祉保健局八頭支局を含む｡) に同規則第５

条第２項の規定により置かれる出納員 (同規則附

則第２項から第４項までの規定により充てられる

出納員を含む｡) をいう｡

(12) 略

(総合事務所の課長補佐又は会計係長の専決事項)

第７条 総合事務所の課長補佐又は会計係長 (会計に

関する事務を担当する副主幹を含む｡ 別表第５にお

いて同じ｡) の専決事項は､ 別表第５に掲げるとお

りとする｡

別表第３

出納局長及び室長の専決事項

区分 出納局長専決事項 室長専決事項 区分 出納局長専決事項 室長専決事項

共通 １～22 略

23 １件500万円以

上の歳入金 (負担

金､ 補助金その他

これらに類するも

のを除く｡) の調

定 (事後調定及び

出納局長が別に定

めるものを除く｡)

24 略

略 共通 １～22 略

23 １件500万円以

上の歳入金 (地方

交付税､ 負担金､

補助金その他これ

らに類するものを

除く｡) の調定

24 略

略

会計

管理

室

１～５ 略

６ 物品の貸付け及

び借受け

７ 略

１ 略

２ 知事の権限に属

する事務のうち次

に掲げるもの

(１)及び(２) 略

(３) 負担金､ 補

会計

管理

室

１～５ 略

６ １件の予定賃貸

料の額が500万円

未満の物品の貸付

け及び借受け

７ 略

１ 略

２ 知事の権限に属

する事務のうち次

に掲げるもの

(１)及び(２) 略

(３) 負担金､ 補
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助金その他これ

らに類するもの

の歳入金の調定

(事後調定を除

く｡)

(４) 前号に掲げ

るもののほか１

件500万円以上

の歳入金の調定

(出納局長が別

に定めるものに

限る｡) 及び１

件500万円未満

の歳入金 (物品

及び集中支払事

務に係るものを

除く｡) の調定

(事後調定を除

く｡)

(５)～(10) 略

(11) 略

(12) 略

(13) 略

助金その他これ

らに類するもの

の歳入金の調定

(１件50万円未

満の事後調定を

除く｡)

(４) 前号に掲げ

るもののほか１

件500万円未満

の歳入金 (物品

及び集中支払事

務に係るものを

除く｡) の調定

(１件50万円未

満の事後調定を

除く｡)

(５)～(10) 略

(11) 同一会計内

の振替え､ 他の

会計への繰出し

又は歳入歳出外

現金への繰入れ

のための収入又

は支出の命令

(12) 略

(13) 略

(14) 略

略 略

出納

室

略 １ 略

２ 知事の権限に属

する事務のうち次

に掲げるもの (集

中支払事務に係る

ものを除く｡)

(１)及び(２) 略

(３) １件500万

円未満の歳入金

(物品に係るも

のに限る｡) の

出納

室

略 １ 略

２ 知事の権限に属

する事務のうち次

に掲げるもの (集

中支払事務に係る

ものを除く｡)

(１)及び(２) 略

(３) １件500万

円未満の歳入金

(物品に係るも

のに限る｡) の
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調定

(４)及び(５) 略

３及び４ 略

調定 (１件50万

円未満の事後調

定を除く｡)

(４)及び(５) 略

３及び４ 略

略 略

別表第４

室長補佐､ 主幹及び副主幹の専決事項

別表第４

室長補佐､ 主幹及び副主幹の専決事項

区分 室長補佐専決事項 主幹及び副主幹の専

決事項

区分 室長補佐専決事項 主幹及び副主幹の専

決事項

共通 １ 歳入金の事後調

定

２ 略

略 共通 １ １件50万円未満

の歳入金の事後調

定

２ 略

略

略 略

別表第５

総合事務所の会計係長の専決事項

別表第５

総合事務所の課長補佐及び会計係長の専決事項

区分 会計係長専決事項 区分 課長補佐専決事項 会計係長専決事項

県民

局企

画総

務課

１ １件10万円未満の支出 (建設工事請負

費及び食糧費の支出を除く｡)

２ 返納を伴わない資金前渡精算書の確認

県民

局企

画総

務課

１件10万円以上30

万円未満の支出 (建

設工事請負費及び食

糧費の支出を除く｡)

１ １件10万円未満

の支出 (建設工事

請負費及び食糧費

の支出を除く｡)

２ 返納を伴わない

資金前渡精算書の

確認

別表第６

出納局長及び室長の委任決裁事項

別表第６

出納局長及び室長の委任決裁事項

区分 出納局長委任決裁事

項

室長委任決裁事項 区分 出納局長委任決裁事

項

室長委任決裁事項

共通 １～３ 略

４ 重要な会議の開

催

１ 略

２ 軽易な会議の開

催

共通 １～３ 略

４ 重要な会議の開

催

１ 略

２ 軽易な会議の開

催

集中

化推

進室

知事の権限に属す

る事務のうち次に掲

げるもの

(１) 職員の給与

の支給に関する

規則 (昭和27年

鳥取県人事委員

会規則第３号)



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博
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第９条第１項及

び第３項の規定

による職員の扶

養親族の認定

(２) 通勤手当の

支給に関する規

則 (昭和33年鳥

取県人事委員会

規則第21号) 第

４条第１項の規

定による職員の

通勤手当に係る

確認並びに決定

及び改定

(３) 住居手当に

関する規則 (昭

和49年鳥取県人

事委員会規則第

33号) 第７条第

１項の規定によ

る職員の住居手

当に係る確認並

びに決定及び改

定

(４) 単身赴任手

当の支給に関す

る規則 (平成２

年鳥取県人事委

員会規則第１号)

第８条第１項の

規定による職員

の単身赴任手当

に係る確認並び

に決定及び改定



鳥取県規則第61号

鳥取県会計規則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条､ 項及び号の表示に下線が引かれた条､ 項及び号 (以下この条において ｢移動条項

等｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中条､ 項及び号の表示に下線が引かれた条､ 項及び号 (以下この

条において ｢移動後条項等｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動条項等を当該移動後条項等とし､ 移動

条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には､ 当該移動条項等 (以下この条において ｢削除条項等｣

という｡) を削り､ 移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には､ 当該移動後条項等 (以下この

条において ｢追加条項等｣という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄の表中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下この条において ｢移動別表

細目｣ という｡) に対応する次の表の改正後の欄の表中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下

この条において ｢移動後別表細目｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動別表細目を当該移動後別表細目

とし､ 移動後別表細目に対応する移動別表細目が存在しない場合には､ 当該移動後別表細目 (以下この条にお

いて ｢追加別表細目｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条､ 項､ 号及び別表の細目の表示並びに削除条項等を除く｡ 以

下この条において ｢改正部分｣ という｡) に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条､ 項､ 号

及び別表の細目の表示並びに追加条項等及び追加別表細目を除く｡ 以下この条において ｢改正後部分｣ という｡)

が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場

合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加え

る｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分 (以下この条において ｢移動表｣ という｡) に対応する次の

表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分 (以下この条において ｢移動後表｣ という｡) が存在する場合には､

当該移動表を当該移動後表とし､ 移動表に対応する移動後表が存在しない場合には､ 当該移動表を削る｡
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改 正 後 改 正 前

目次

第１章 略

第２章

第１節～第３節 略

第４節 収納金の引継ぎ及び払込み (第21条－第

22条)

第５節～第９節 略

第３章 支出

第１節～第４節 略

第５節 直払､ 隔地払､ 口座振替払､ 自動口座振

替払及び公金振替 (第52条－第54条の３)

第６節～第10節 略

第４章～第12章 略

附則

(定義)

目次

第１章 略

第２章

第１節～第３節 略

第４節 収納金の引継ぎ及び払込み (第21条・第

22条)

第５節～第９節 略

第３章 支出

第１節～第４節 略

第５節 直払､ 隔地払､ 口座振替払及び公金振替

(第52条－第54条の２)

第６節～第10節 略

第４章～第12章 略

附則

(定義)
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第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１) 部 鳥取県部等設置条例 (平成６年鳥取県条

例第５号) 第１条の規定により設置された部局等､

出納局､ 議会事務局､ 教育委員会事務局､ 人事委

員会事務局､ 監査委員事務局､ 労働委員会事務局

並びに警察本部をいう｡

(２) 機関 鳥取県行政組織規則 (昭和39年鳥取県

規則第13号) 第２条第４項及び鳥取県教育委員会

事務局等組織規則 (昭和39年鳥取県教育委員会規

則第５号) 第１条の２第４項に規定する地方機関､

教育機関及び警察署をいう｡

(３)～(７) 略

(旅費出納員)

第５条の２ 前条の出納員に加え､ 部及び総合事務所

(鳥取県総合事務所設置条例 (平成15年鳥取県条例

第40号) 第１条の規定により設置された総合事務所

をいう｡ 以下同じ｡) に旅費 (旅行命令簿によるも

のに限る｡) に係る支出負担行為の確認及び支出に

関する事務を行わせる出納員 (以下 ｢旅費出納員｣

という｡) を置き､ 次の各号に掲げる部の区分に応

じ､ それぞれ当該各号に定める者をもって充てる｡

(１) 知事部局の各部 (行政監察監を除く｡) 部

の予算経理､ 連絡調整及び庶務に関する事務を所

掌する課の当該事務を総括する課長補佐 (課長補

佐と同等の職を含む｡ 以下この条において同じ｡)

の職にある者

(２) 行政監察監 総務部総務課の課長補佐の職に

ある者

(３) 略

(４) 略

(５) 略

(６) 略

(７) 略

(８) 略

(９) 略

(10) 総合事務所 県民局企画総務課の会計係長

(会計に関する事務を担当する副主幹を含む｡) の

職にある者

２及び３ 略

(出納長等の直接収納)

第２条 この規則において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１) 部 知事部局の各部局､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局､ 人事委員会事務局､ 監査委員

事務局､ 労働委員会事務局並びに警察本部をいう｡

(２) 機関 鳥取県行政組織規則 (昭和39年鳥取県

規則第13号) 第２条第４項及び鳥取県教育委員会

事務局組織規程 (昭和39年鳥取県教育委員会規則

第５号) 第１条の２第３項に規定する地方機関､

教育機関及び警察署をいう｡

(３)～(７) 略

(旅費出納員)

第５条の２ 前条の出納員に加え､ 部に旅費 (旅行命

令簿によるものに限る｡) に係る支出負担行為の確

認及び支出に関する事務を行わせる出納員 (以下

｢旅費出納員｣ という｡) を置き､ 次の各号に掲げ

る部の区分に応じ､ それぞれ当該各号に定める者を

もって充てる｡

(１) 知事部局の各部 部の予算経理､ 連絡調整及

び庶務に関する事務を所掌する課 (第５条の４に

おいて ｢主管課｣ という｡) の当該事務を総括す

る課長補佐 (課長補佐と同等の職を含む｡ 以下こ

の条において同じ｡) の職にある者

(２) 略

(３) 略

(４) 略

(５) 略

(６) 略

(７) 略

(８) 略

２及び３ 略

(出納長等の直接収納)
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第19条 略

２ 現金 (証券) 領収証書用紙の交付は､ 出納員に対

しては出納長が､ 分任出納員に対しては出納員が､

それぞれ現金 (証券) 領収証書用紙及び現金 (証券)

引継簿 (様式第41号) により行わなければならない｡

(部等の出納員の収納金の引継ぎ等)

第21条 部及び出納機関に指定しない機関の出納員

(以下 ｢部等の出納員｣ という｡) は､ 収納した歳入

金を出納長に引き継がなければならない｡ ただし､

別に定める部等の出納員は､ 収納の日又はその翌日

に払込書 (様式第６号) により指定金融機関に払込

みの上､ その都度領収済報告書 (様式第５号) を出

納長に提出しなければならない｡

２ 部等の出納員は､ 収納した歳入金を前項本文の規

定により出納長に引き継ぐときは､ 収納の日又はそ

の翌日に現金 (証券) 領収証書用紙及び現金 (証券)

引継簿によって引き継がなければならない｡ ただし､

出張先において収納したときは､ 帰庁の日又はその

翌日に引き継がなければならない｡

３ 遠隔地の部等の出納員は､ その収納した歳入金を

前項の規定により引き継ぐことができないときは､

収納の日又はその翌日に払込書により指定金融機関

に払込みのうえ､ その都度領収済報告書を出納長に

提出しなければならない｡

４ 前項の規定により出納長が領収済報告書を受理し

たときは､ 第２項の規定による引継ぎがあったもの

とみなす｡

５ 第３項の規定により処理した部等の出納員は､ 現

金 (証券) 領収証書原符及び現金出納簿 (様式第42

号) について毎年２回以上出納長の検査を受けなけ

ればならない｡

(分任出納員の収納金の引継ぎ等)

第21条の２ 分任出納員は､ 収納した歳入金を所属の

出納員に引き継がなければならない｡

２ 分任出納員は､ 収納した歳入金を前項の規定によ

第19条 略

(収納金の引継ぎ)

第21条 部及び出納機関に指定しない機関の出納員は､

収納した歳入金を出納長に引き継がなければならな

い｡

２ 分任出納員は､ 収納した歳入金を所属の出納員に

引き継がなければならない｡

３ 出納員又は分任出納員は､ 収納した歳入金を前２

項の規定により出納長又は出納員に引き継ぐときは､

収納の日又はその翌日に現金 (証券) 領収証書用紙

及び現金 (証券) 引継簿 (様式第41号) によって引

き継がなければならない｡ ただし､ 出張先において

収納したときは､ 帰庁の日又はその翌日引き継がな

ければならない｡

４ 隔地の出納員又は分任出納員は､ その収納した歳

入金を前項の規定により引き継ぐことができないと

きは､ 次条の規定により指定金融機関に払込みのう

え､ その都度領収済報告書 (様式第５号) を出納長

又は出納員に提出しなければならない｡

５ 前項の規定により出納長又は出納員が領収済報告

書を受理したときは､ 第３項の規定による引継ぎが

あったものとみなす｡

６ 第４項の規定により処理した出納員又は分任出納

員は､ 現金 (証券) 領収証書原符及び現金出納簿

(様式第42号) について毎月１回以上出納長又は出

納員の検査を受けなければならない｡

７ 出納長又は出納員は､ 現金 (証券) 領収証書用紙

及び現金 (証券) 引継簿により現金 (証券) 領収証

書用紙の授受を行なわなければならない｡
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り出納員に引き継ぐときは､ 収納の日又はその翌日

に現金 (証券) 領収証書用紙及び現金 (証券) 引継

簿によって引き継がなければならない｡ ただし､ 出

張先において収納したときは､ 帰庁の日又はその翌

日に引き継がなければならない｡

３ 遠隔地の分任出納員は､ その収納した歳入金を前

項の規定により引き継ぐことができないときは収納

の日又はその翌日に払込書により指定金融機関に払

込みの上､ その都度領収済報告書を出納員に提出し

なければならない｡

４ 前項の規定により出納員が領収済報告書を受理し

たときは､ 第２項の規定による引継ぎがあったもの

とみなす｡

５ 第３項の規定により処理した分任出納員は､ 現金

(証券) 領収証書原符及び現金出納簿について毎月

１回以上出納員の検査を受けなければならない｡

(収納金の払込み)

第22条 出納長又は出納員 (部等の出納員を除く｡)

は､ 収納した歳入金を払込書により収納の日又はそ

の翌日に指定金融機関に払い込まなければならない｡

ただし､ 知事の承認を受けたときはこの限りでない｡

２ 第21条第１項ただし書､ 同条第３項､ 前条第３項

又は前項の規定にかかわらず､ 指定金融機関の所在

地外に在勤する出納機関の出納員又は分任出納員は､

現金に限り収納した日から15日までの分を取りまと

め､ その日から３日以内に払い込むことができる｡

ただし､ 収納した金額が３万円に達したときの払込

みについては､ その日から３日以内とする｡

３ 略

第38条の２ 略

２ 前項の規定にかかわらず､ 次に掲げる経費を第54

条の２に規定する自動口座振替の方法により支払お

うとするときは､ 知事が別に定める方法により､ 支

出負担行為をすることができる｡

(１) 電気､ ガス又は水の供給を受ける契約に基づ

き支払をする経費

(２) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支

払をする経費

(３) 下水道の使用に係る役務の提供を受ける契約

に基づき支払をする経費

(収納金の払込み)

第22条 出納長､ 出納員又は分任出納員は､ 収納した

歳入金を払込書 (様式第６号) により領収の日又は

その翌日に指定金融機関に払い込まなければならな

い｡ ただし､ 知事の承認を受けたときはこの限りで

ない｡

２ 前項の規定にかかわらず､ 指定金融機関の所在地

外に在勤する出納員又は分任出納員は､ 現金に限り

領収した日から15日までの分を取りまとめ､ その日

から３日以内に払い込むことができる｡ ただし､ 領

収した金額が３万円に達したときの払込みについて

は､ その日から３日以内とする｡

３ 略

第38条の２ 略
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３ 第１項の規定にかかわらず､ 諸給与､ 旅費 (旅行

命令簿によるものに限る｡)､ 恩給その他知事が別に

定めるものについては､ 支出負担行為兼支出仕訳書

その他の書類により支出負担行為を行うことができ

る｡

４ 略

５ 略

６ 略

７ 略

第39条 略

２～４ 略

５ 債権者は､ 第54条の２に規定する自動口座振替の

方法により支払を受けようとするときは､ 第１項の

請求書の提出に代えて､ 債権者の振替情報を知事又

は出納機関の長に報告しなければならない｡

(支出の命令)

第40条 略

２ 略

３ 知事又は出納機関の長は､ 第38条の２第２項各号

に掲げる経費を第54条の２に規定する自動口座振替

の方法により支払おうとするときは､ 前２項の規定

にかかわらず､ 知事が別に定める方法により､ 支出

の命令をすることができる｡

第41条 略

２ 出納長は､ 第38条の２第２項各号に掲げる経費に

ついては､ 前項の規定にかかわらず､ その所属年度

又は振替の日が異なるごとに支払命令書 (自動口座

振替払分) (様式第14号の２) を作成し､ 統轄店に

対し支払の命令をしなければならない｡

第48条 出納長は､ 第41条第１項の規定により各指定

出納取扱店に支払命令書を送付するときは､ 所属年

度又は支払手続指定日が異なるごとに資金交付指示

書 (様式第15号) を作成し､ これを支払命令書に添

えて統轄店に送付しなければならない｡

２ 略

第５節 直払､ 隔地払､ 口座振替払､ 自動口

座振替払及び公金振替

２ 前項の規定にかかわらず､ 諸給与､ 旅費 (旅行命

令簿によるものに限る｡)､ 恩給その他知事が別に定

めるものについては､ 支出負担行為兼支出仕訳書そ

の他の書類により支出負担行為を行うことができる｡

３ 略

４ 略

５ 略

６ 略

第39条 略

２～４ 略

(支出の命令)

第40条 略

２ 略

第41条 略

第48条 出納長は､ 第41条の規定により各指定出納取

扱店に支払命令書を送付するときは､ 所属年度又は

支払手続指定日が異なるごとに資金交付指示書 (様

式第15号) を作成し､ これを支払命令書に添えて統

轄店に送付しなければならない｡

２ 略

第５節 直払､ 隔地払､ 口座振替払及び公金

振替
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(隔地払)

第53条 略

２ 前項の場合において､ 出納長は､ 別に定める歳出

金支払通知書を統轄店及び指定出納取扱店を経由し

て債権者に送付しなければならない｡

３ 略

(自動口座振替払)

第54条の２ 出納長は､ 債権者から自動口座振替 (債

権者又は出納長が指定した期日に県の預金口座から

自動的に債権者の預金口座に振込むことにより支払

う方法をいう｡ 以下同じ｡) の振替情報の報告があっ

たときは､ 統轄店をして自動口座振替の方法による

支払をさせなければならない｡

(公金振替)

第54条の３ 略

(支払の取消し)

第55条 出納長は､ 第41条第１項の規定により各指定

出納取扱店に支払命令書を送付した後において第40

条の２第１項の規定による支出の命令の取消しがあっ

たときは､ 支払取消指示書 (様式第18号) を統轄店

を経由して指定出納取扱店に送付しなければならな

い｡

２ 略

(資金前渡のできる経費)

第70条 資金の前渡をすることができる経費は､ 令第

161条第１項第１号から第14号まで及び第16号に掲

げるもののほか､ 次のとおりとする｡

(１)～(７) 略

(８) 商品の代金の受領権限を債権者から受託した

貨物自動車運送事業者 (貨物自動車運送事業法

(平成元年法律第83号) 第39条第１号の規定によ

る貨物自動車運送事業者をいう｡) に対し当該商

品の受領時に支払をする経費

(９) 郵便振替の方法により支払わなければならな

い経費

(統轄店等の出納事務の区分)

第108条 統轄店及び指定出納取扱店は､ それぞれ別

段預金勘定を設け､ 次の区分により出納事務を取り

(隔地払)

第53条 略

２ 前項の場合において､ 出納長は､ 歳出金支払通知

書 (様式第17号) を統轄店及び指定出納取扱店を経

由して債権者に送付しなければならない｡

３ 略

(公金振替)

第54条の２ 略

(支払の取消し)

第55条 出納長は､ 第41条の規定により各指定出納取

扱店に支払命令書を送付した後において第40条の２

第１項の規定による支出の命令の取消しがあったと

きは､ 支払取消指示書 (様式第18号) を統轄店を経

由して指定出納取扱店に送付しなければならない｡

２ 略

(資金前渡のできる経費)

第70条 資金の前渡をすることができる経費は､ 令第

161条第１項第１号から第13号までに掲げるものの

ほか､ 次のとおりとする｡

(１)～(７) 略

(統轄店等の出納事務の区分)

第108条 統轄店及び指定出納取扱店は､ それぞれ別

段預金勘定を設け､ 次の区分により出納事務を取り
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扱わなければならない｡ ただし､ 統轄店においては､ 扱わなければならない｡

普通預金勘定を設け出納事務を取り扱うことができ

る｡

(１)及び(２) 略

２ 略

(一般競争入札の公告)

第122条 略

２ 令第167条の６の規定によるその他入札の公告に

ついて必要な事項は､ 次に掲げるものとする｡

(１)～(４) 略

(５) 電子入札 (知事又はその委任を受けた者の使

用に係る電子計算機 (入出力装置を含む｡ 以下同

じ｡) と入札に参加する者 (以下 ｢入札者｣ とい

う｡) の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織 (以下 ｢電子情報処

理組織｣ という｡) を使用する方法により行う入

札をいう｡ 以下同じ｡) による場合にあっては､

その旨

(６) 令第167条の10の２第３項に規定する総合評

価一般競争入札の方法による場合は､ その旨及び

同項に規定する落札者決定基準

(７) 略

(８) 略

(９) 略

(入札の手続)

第125条 入札者は､ 入札書を作成し封緘
かん

のうえ､ 入

札保証金及び必要な書類を添えて指定の日時までに

定められた場所へ提出しなければならない｡

２及び３ 略

(電子入札)

第125条の２ 電子入札の入札者は､ あらかじめ入札

保証金を納付した上で､ 前条第１項の規定による入

札書の提出に代えて､ 入札金額その他所定の情報を

記録した電磁的記録 (電子的方式､ 磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって､ 電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう｡ 以下同じ｡) を､ 指

定の日時までに､ 知事又はその委任を受けた者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル (以下

(１)及び(２) 略

２ 略

(一般競争入札の公告)

第122条 略

２ 令第167条の６の規定によるその他入札の公告に

ついて必要な事項は､ 次に掲げるものとする｡

(１)～(４) 略

(５) 略

(６) 略

(７) 略

(入札の手続)

第125条 入札しようとする者 (以下 ｢入札者｣ とい

う｡) は､ 入札書を作成し封緘
かん

のうえ､ 入札保証金

及び必要な書類を添えて指定の日時までに定められ

た場所へ提出しなければならない｡

２及び３ 略
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｢電子入札ファイル｣ という｡) に記録しなければな

らない｡

２ 前項の入札金額その他所定の情報は､ 電子入札ファ

イルヘの記録がされた時に県に到達したものとみな

す｡

３ 前２項に規定するもののほか､ 電子入札に関し必

要な事項は､ 知事が別に定める｡

(入札書の記載事項の訂正等)

第126条 略

２ 前項の規定にかかわらず､ 電子入札の場合にあっ

ては､ 入札者は､ 入札金額その他所定の情報を記録

した電磁的記録を電子入札ファイルに記録した後は､

当該記録した事項についてまっ消､ 訂正又は挿入を

することができない｡

(予定価格の作成)

第127条 契約担当職員は､ その競争入札に付する事

項の価格を当該事項に関する仕様書､ 設計書等によっ

て予定し､ その予定価格を記載した書面を封書にし､

開札の際これを開札の場所に置かなければならない｡

ただし､ 電子入札の場合にあっては､ 書面による作

成に代えて､ 予定価格を記録した電磁的記録を電子

入札ファイルに記録するものとする｡

(随意契約によることができる場合の手続)

第135条の３ 知事は､ 令第167条の２第１項第３号の

規定に基づき随意契約を締結する場合は､ 契約の機

会均等､ 透明性及び公平性を確保するため､ 次に掲

げる手続を行うものとする｡

(１) あらかじめ契約の発注の見通しを公表するこ

と｡

(２) 契約を締結する前において契約の理由､ 契約

の内容､ 契約の相手方の決定方法及び選定基準並

びに契約の申込みの方法を公表すること｡

(３) 契約を締結した後において契約の相手方の名

称､ 契約の相手方とした理由その他の契約の締結

状況を公表すること｡

２ 前項に規定する手続に関し必要な事項は､ 知事が

別に定める｡

(見積書の徴収)

第136条 契約担当職員は､ 随意契約によろうとする

(入札書の記載事項の訂正等)

第126条 略

(予定価格の作成)

第127条 契約担当職員は､ その競争入札に付する事

項の価格を当該事項に関する仕様書､ 設計書等によっ

て予定し､ その予定価格を記載した書面を封書にし､

開札の際これを開札の場所に置かなければならない｡

(見積書の徴収)

第136条 契約担当職員は､ 随意契約によろうとする
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ときは､ 知事が別に定める場合を除き､ ３人以上の

者から見積書を徴さなければならない｡

２ 前項の見積書は､ 書面による提出に代えて､ 電子

情報処理組織を使用して提出させることができる｡

附 則

(施行期日)

１ 略

(経過措置)

２ 当分の間､ 第２条第３号及び別表第１の規定にか

かわらず､ 知事が別に定める出納機関の事務に関し､

総務部自治研修所を出納機関とみなし､ この規則の

規定を適用する｡ この場合において､ 第５条第２項

の規定による出納員には､ 総務部自治研修所の次長

の職にある者をもって充てる｡

３ 当分の間､ 第２条第３号及び別表第１の規定にか

かわらず､ 知事が別に定める出納機関の事務に関し､

生活環境部衛生環境研究所を出納機関とみなし､ こ

の規則の規定を適用する｡ この場合において､ 第５

条第２項の規定による出納員には､ 生活環境部衛生

環境研究所の総務課長の職にある者をもって充てる｡

４ 略

５ 略

６ 当分の間､ 第２条第３号及び別表第１の規定にか

かわらず､ 鳥取県西部総合事務所福祉保健局を出納

機関とみなし､ この規則の規定を適用する｡ この場

合において､ 第５条第２項の規定による出納員には､

福祉企画課長の職にある者をもって充て､ 鳥取県西

部総合事務所福祉保健局の分任出納員の任免の事務

は､ 鳥取県西部総合事務所福祉保健局長に委任し､

第６条の規定により､ 知事は､ 出納長をしてその事

務の一部を出納員に委任させ､ 又は出納員をしてさ

らに生活保護費の返還金､ 母子福祉資金及び寡婦福

祉資金の償還金並びに児童措置費 (児童相談所長の

措置に係るものを除く｡)､ 老人保護措置費及び知的

障害者措置費の負担金の一部の収納に関する事務を

分任出納員に委任させるものとする｡ 鳥取県予算規

則 (昭和39年鳥取県規則第36号) の規定の適用につ

いても､ また同様とする｡

(予定価格の入札執行前の公表)

７ 略

８ 契約担当職員は､ 当分の間､ 県有財産 (不動産に

限る｡ 以下同じ｡) の売払いに係る入札に際し､ 県

ときは､ 知事が別に定める場合を除き､ ３人以上の

者から見積書を徴さなければならない｡

附 則

(施行期日)

１ 略

(経過措置)

２ 略

３ 略

４ 当分の間､ 第２条第３号及び別表第１の規定にか

かわらず､ 鳥取県東部福祉保健局八頭支局を出納機

関とみなし､ この規則の規定を適用する｡ この場合

において､ 第５条第２項の規定による出納員には､

総務福祉課長の職にある者をもって充てる｡ 鳥取県

予算規則 (昭和39年鳥取県規則第36号) の規定の適

用についても､ また同様とする｡

(予定価格の入札執行前の公表)

５ 略
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の業務の用に供されていない県有財産の売却を促進

するため特に必要があると認めるときは､ 当該県有

財産の予定価格を当該入札の執行前に公表すること

ができる｡ この場合において､ 第127条 (第135条に

おいて準用する場合を含む｡) の規定にかかわらず､

予定価格を記載した書面は､ 封書にすることを要し

ない｡

９ 略 ６ 略

別表第１ (第２条､ 第５条関係) 別表第１ (第２条､ 第５条関係)

機 関 職 機 関 職

略 略

鳥取県中部総合事務所 県民局企画総

務課長補佐

鳥取県中部総合事務所 県民局企画総

務課長

鳥取県西部総合事務所 県民局企画総

務課長補佐

鳥取県西部総合事務所 県民局企画総

務課長

鳥取県日野総合事務所 県民局企画総

務課長補佐

鳥取県日野総合事務所 県民局企画総

務課長

鳥取県八頭県民局 県民室主幹 鳥取県自治研修所 次長

略 略

鳥取県中部県税事務所 収税課長 鳥取県中部県税事務所 県税総務課長

鳥取県西部県税事務所 収税課長 鳥取県西部県税事務所 県税総務課長

略 略

鳥取県東部福祉保健局 福祉企画課長 鳥取県東部福祉保健局 福祉企画課長

鳥取県西部福祉保健局 福祉企画課長

略 略

鳥取県立総合療育センター 事務部長 鳥取県立皆生小児療育センター 事務長

略 略

鳥取県食肉衛生検査所 次長 鳥取県食肉衛生検査所 次長

鳥取県衛生環境研究所 総務課長

略 略 略

鳥取県立生涯学習センター 次長 鳥取県立生涯学習センター 庶務係長

略 略

鳥取県立倉吉農業高等学校 事務長 鳥取県立倉吉農業高等学校 事務長

鳥取県立倉吉産業高等学校 事務長

鳥取県立倉吉工業高等学校 事務長

略 略

鳥取県立鳥取中央育英高等学校 事務長 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 事務長

鳥取県立由良育英高等学校 事務長

鳥取県立赤碕高等学校 事務長

略 略

鳥取県立境高等学校 事務長 鳥取県立境高等学校 事務長

鳥取県立境水産高等学校 事務長
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鳥取県立境港工業高等学校 事務長

略 略

鳥取県立米子養護学校 事務長 鳥取県立米子養護学校 事務長

鳥取県岩美警察署 会計係長

略 略

鳥取県境港警察署 会計係長 鳥取県境港警察署 会計係長

鳥取県溝口警察署 会計係長

略 略

別表第１の２ (第６条関係)

１ 出納員に委任させる事務

別表第１の２ (第６条関係)

１ 出納員に委任させる事務

区分 委任事務 区分 委任事務

部

県民室

管財課

市町村振興

課

議会事務局

警察本部警

察県民課

出納機関

中部県税事務

所

西部県税事務

所

中部県税事務

所及び西部県

税事務所以外

のもの

出納機関に指

略

１ 鳥取県庁北側有料駐車場の利

用料金の収納に関する事務

２ 入札保証金の領収､ 一時保管

並びに払戻し (手元保管のもの

に限る｡) 及び払込みに関する

事務

略

１ 公文書､ 行政資料その他の書

類の写しの作成及び送付に要す

る費用に係る現金の収納に関す

る事務

２ 鳥取県議会議員の記章の再交

付に係る現金の収納に関する事

務

略

�
�
�略
�
�
�
�

略

部

県民室

管財課

市町村振興

課

警察本部警

察県民課

出納機関

中部県税事務

所

西部県税事務

所

中部県税事務

所及び西部県

税事務所以外

のもの

出納機関に指

略

鳥取県庁北側有料駐車場の利用料

金の収納に関する事務

略

略

�
�
�略
�
�
�
�

略
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定しない機関

常時資金前

渡を受けた

機関

公文書館

略

略

定しない機関

常時資金前

渡を受けた

機関

公文書館

略

略

２ 分任出納員に委任させる事務 ２ 分任出納員に委任させる事務

区分 委任事務 区分 委任事務

中部総合事務

所

西部総合事務

所

日野総合事務

所

県税事務所

１ 公文書､ 行政資料その他の書

類の写しの作成及び送付に要す

る費用に係る現金の収納に関す

る事務

２ 生活保護費の返還金､ 母子福

祉資金及び寡婦福祉資金の償還

金並びに児童措置費 (児童相談

所長の措置に係るものを除く｡)､

老人保護措置費及び知的障害者

措置費の負担金の一部の収納に

関する事務

３ 略

４ 衛生検査及び試験並びにこれ

らに関する証明書の交付に係る

手数料の収納に関する事務

５ 野犬等の保管及び返還に要す

る費用に係る現金の収納に関す

る事務

略

略

略

中部総合事務

所

西部総合事務

所

日野総合事務

所

県税事務所

１ 生活保護費の返還金､ 母子福

祉資金､ 寡婦福祉資金及び福祉

生奨学資金の償還金並びに児童

措置費 (児童相談所長の措置に

係るものを除く｡)､ 老人保護措

置費及び知的障害者措置費の負

担金の一部の収納に関する事務

２ 略

略

略

略

東部福祉保健

局

生活保護費の返還金､ 母子福祉資

金及び寡婦福祉資金の償還金並び

に児童措置費 (児童相談所長の措

置に係るものを除く｡)､ 老人保護

措置費及び知的障害者措置費の負

担金の一部の収納に関する事務

東部福祉保健

局

西部福祉保健

局

�生活保護費の返還金､ 母子福祉
�
�資金､ 寡婦福祉資金及び福祉生
�
�奨学資金の償還金並びに児童措
�
�置費 (児童相談所長の措置に係
�
�るものを除く｡)､ 老人保護措置
�
�費及び知的障害者措置費の負担
�
�金の一部の収納に関する事務

福祉相談セン

ター

児童相談所

家畜保健衛生

略

略

略

福祉相談セン

ター

児童相談所

家畜保健衛生

略

略

略
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所

園芸試験場

鳥取地方県土

整備局

鳥取港湾事務

所

鳥取空港管理

事務所

略

略

略

空港施設に係る使用料の一部の収

納に関する事務

所

園芸試験場

鳥取地方県土

整備局

鳥取港湾事務

所

鳥取空港管理

事務所

境水産高等学

校

略

略

略

空港施設に係る使用料の一部の収

納に関する事務

漁獲物の売払いに係る歳入の一部

の収納に関する事務

別表第２ (第38条の２関係)

支出負担行為の整理区分表

別表第２ (第38条の２関係)

支出負担行為の整理区分表

区 分

支出負担行

為として整

理する時期

支出負担行

為の範囲

支出負担行

為に必要な

主な書類等

区 分

支出負担行

為として整

理する時期

支出負担行

為の範囲

支出負担行

為に必要な

主な書類等

１～14

略

略 略 略 １～14

略

略 略 略

15 負

担金､

補助

及び

交付

金

交付決定を

するとき､

又は契約を

締結すると

き｡

交付決定金

額又は契約

金額

交付決定書

の写し

契約書

内訳書の写

し

請求書 (出

納長が必要

と認める場

合に限る｡)

15 負

担金､

補助

及び

交付

金

請求のあっ

たとき､ 又

は交付決定

のとき｡

請求のあっ

た額又は指

令金額

請求書

指令の写し

内訳書の写

し

16～24

略

略 略 略 16～24

略

略 略 略

様式目次

(１) 略

(２) 支出関係

様式第14号 略

様式第14号の２ 支払命令書 (自動口座振替払分)

様式第15号及び様式第16号 略

様式第17号 削除

様式第18号～様式第31号 略

(３)～(５) 略

様式第５号 (第21条－第22条関係) 略

様式目次

(１) 略

(２) 支出関係

様式第14号 略

様式第15号及び様式第16号 略

様式第17号 歳出金支払通知書

様式第18号～様式第31号 略

(３)～(５) 略

様式第５号 (第21条､ 第22条関係) 略



第２条 鳥取県会計規則の一部を次のように改正する｡

様式第14号の次に次の１様式を加える｡

様式第14号の２ (第41条関係)

支払命令書 (自動口座振替払分)

年 月 日

第 号

統轄店

銀行 店 御中

鳥取県出納長 氏 名 印

下記の金額を支払ってください｡

年度 年 月 日支払分

様式第17号を次のように改める｡

様式第17号 削除

様式第45号を次のように改める｡

様式第45号 (第31条､ 第160条関係)
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様式第６号 (第21条､ 第22条､ 第26条､ 第94条､ 第95

条関係) 略

様式第41号 (第19条､ 第21条､ 第21条の２､ 第160条

関係) 略

様式第42号 (第21条､ 第21条の２､ 第160条関係)

略

様式第６号 (第22条､ 第26条､ 第94条､ 第95条関係)

略

様式第41号 (第21条､ 第160条関係) 略

様式第42号 (第21条､ 第160条関係) 略

支 払 総 額 円



郵 便 振 替 払 込 金 受 払 整 理 簿

年 月分

(各店)

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県物品事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博
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当店取扱日 取りまとめ郵便

局取扱日

払込高通知書

件数

郵便振替払込金

高通知額

払込取扱票件

数

払込取扱票額 郵便振替口座

からの払出額

当月合計

前月までの累計

当月までの累計



鳥取県規則第62号

鳥取県物品事務取扱規則の一部を改正する規則

鳥取県物品事務取扱規則 (昭和39年鳥取県規則第12号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項 (以下 ｢移動項｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄

中項の表示に下線が引かれた項 (以下 ｢移動後項｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動項を当該移動後項

とし､ 移動後項に対応する移動項が存在しない場合には､ 当該移動後項 (以下 ｢追加項｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (項の表示を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (項の表示及び追加項を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合

には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正

後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(物品出納員)

第５条 知事は､ 知事部局の本庁各課 (課に相当する

ものを含み､ 総務部自治研修所､ 生活環境部衛生環

境研究所､ 商工労働部産業技術センター及び農林水

産部農業大学校を除く｡ 以下同じ｡)､ 出納局､ 議会

事務局､ 教育委員会事務局の各課等 (課に相当する

ものを含む｡ 以下同じ｡)､ 人事委員会事務局､ 監査

委員事務局､ 労働委員会事務局及び警察本部の会計

課に物品出納員を置く｡

２～４略

(物品保管主任)

第５条の２ 知事は､ 使用中の物品の保管を行わせる

ため､ 知事部局の本庁各課､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局の各課等､ 人事委員会事務局､ 監

査委員事務局及び労働委員会事務局 (以下 ｢本庁各

課等｣ という｡)､ 警察本部の各課並びに鳥取県会計

規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) 第２条第２号に

規定する機関､ 総務部自治研修所､ 生活環境部衛生

環境研究所､ 商工労働部産業技術センター及び農林

水産部農業大学校並びに鳥取県西部総合事務所福祉

保健局 (以下 ｢機関等｣ という｡) に物品保管主任

を置く｡

２ 略

(資金前渡者の購入した物品の引継ぎ等)

第７条 資金の前渡を受けた職員は､ その購入した物

品 (現地で消費する物品を除く｡) を､ 物品引継書

により知事又は出納機関 (鳥取県会計規則附則第２

項から第６項までの規定により出納機関とみなされ

る総務部自治研修所､ 生活環境部衛生環境研究所､

(物品出納員)

第５条 知事は､ 知事部局の本庁各課 (課に相当する

ものを含み､ 商工労働部産業技術センター及び農林

水産部農業大学校を除く｡ 以下同じ｡)､ 出納局､ 議

会事務局､ 教育委員会事務局の各課等 (課に相当す

るものを含む｡ 以下同じ｡)､ 人事委員会事務局､ 監

査委員事務局､ 労働委員会事務局及び警察本部の会

計課に物品出納員を置く｡

２～４略

(物品保管主任)

第５条の２ 知事は､ 使用中の物品の保管を行わせる

ため､ 知事部局の本庁各課､ 出納局､ 議会事務局､

教育委員会事務局の各課等､ 人事委員会事務局､ 監

査委員事務局及び労働委員会事務局 (以下 ｢本庁各

課等｣ という｡)､ 警察本部の各課並びに鳥取県会計

規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) 第２条第２号に

規定する機関､ 商工労働部産業技術センター及び農

林水産部農業大学校並びに鳥取県東部福祉保健局八

頭支局 (以下 ｢機関等｣ という｡) に物品保管主任

を置く｡

２ 略

(資金前渡者の購入した物品の引継ぎ等)

第７条 資金の前渡を受けた職員は､ その購入した物

品 (現地で消費する物品を除く｡) を､ 物品引継書

により知事又は出納機関 (鳥取県会計規則附則第２

項から第４項までの規定により出納機関とみなされ

る商工労働部産業技術センター及び農林水産部農業



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

県立学校の授業料等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第63号

県立学校の授業料等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に関する規則の一部を改正する規則

県立学校の授業料等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に関する規則 (昭和52年鳥取県規則第15号) の一

部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める｡
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商工労働部産業技術センター及び農林水産部農業大

学校並びに鳥取県西部総合事務所福祉保健局を含む｡

以下同じ｡) の長に引き継がなければならない｡ た

だし､ 催物等に使用した物品の残余については､ 近

くの機関等の長に引き継ぐことができる｡

２及び３ 略

(貸付け及び返還の手続)

第22条 物品の貸付けは､ 物品借受申込書 (様式第２

号) 及び物品貸付伺書により行わなければならない｡

ただし､ 県の依頼に基づき貸付けを行う場合にあっ

ては､ 物品借受申込書 (様式第２号) は要しない｡

２ 物品の貸付け (県の依頼に基づくものを除く｡)

を受けようとする者 (市町村その他の公共団体又は

民法 (明治29年法律第89号) 第34条に規定する法人

を除く｡) は､ 保証人を立てなければならない｡

３ 略

大学校並びに鳥取県東部福祉保健局八頭支局を含む｡

以下同じ｡) の長に引き継がなければならない｡ た

だし､ 催物等に使用した物品の残余については､ 近

くの機関等の長に引き継ぐことができる｡

２及び３ 略

(貸付け及び返還の手続)

第22条 物品の貸付けは､ 物品借受申込書 (様式第２

号) 及び物品貸付伺書により行わなければならない｡

２ 略

改 正 後 改 正 前

(目的)

第１条 この規則は､ 鳥取県立学校 (以下 ｢県立学校｣

という｡) の授業料 (通信制の課程にあっては､ 受

講料｡ 以下同じ｡)､ 入学料及び入学選抜手数料 (以

下 ｢授業料等｣ という｡) 並びに鳥取県営社会体育

施設､ 鳥取県立博物館､ 鳥取県立青少年社会教育施

(目的)

第１条 この規則は､ 鳥取県立学校 (以下 ｢県立学校｣

という｡) の授業料､ 入学料及び入学選抜手数料

(以下 ｢授業料等｣ という｡) 並びに鳥取県営社会体

育施設､ 鳥取県立博物館､ 鳥取県立青少年社会教育

施設､ 鳥取県立生涯学習センター及び鳥取県立倉吉
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設､ 鳥取県立生涯学習センター及び鳥取県立倉吉体

育文化会館 (以下 ｢県営社会体育施設等｣ という｡)

の使用料の減免に関し必要な事項を定めることを目

的とする｡

(授業料等及び使用料の減免)

第２条 県立学校の授業料等及び県営社会体育施設等

の使用料の減免は､ 次の表の中欄に掲げる授業料等

又は使用料について行うものとし､ 当該授業料等又

は使用料の減免を行うことができる場合は､ それぞ

れ同表の右欄に定める事由に該当する場合とする｡

体育文化会館 (以下 ｢県営社会体育施設等｣ という｡)

の使用料の減免に関し必要な事項を定めることを目

的とする｡

(授業料等及び使用料の減免)

第２条 県立学校の授業料等及び県営社会体育施設等

の使用料の減免は､ 次の表の中欄に掲げる授業料等

又は使用料について行うものとし､ 当該授業料等又

は使用料の減免を行うことができる場合は､ それぞ

れ同表の右欄に定める事由に該当する場合とする｡

区分

授業料

等又は

使用料

減免事由 区分

授業料

等又は

使用料

減免事由

県立

学校

授業料

１ 修学に対する意欲があり､ か

つ､ 性行が正しい生徒が次のい

ずれかに該当するとき｡

(１) 火災､ 風水害等の非常災

害により授業料の支弁が困難

であると認められるとき｡

(２) 保護者の疾病､ 障害又は

死亡により授業料の支弁が困

難であると認められるとき｡

(３) 通学又は下宿等 (通学が

困難であるためにする場合に

限る｡) に要する費用の多額

の負担により授業料の支弁が

困難であると認められるとき｡

(４) その他家計が困窮し､ 授

業料の支弁が困難であると認

められるとき｡

２ 授業料の滞納により退学の処

分を受けた者が次のいずれかに

該当するとき｡

(１) １の(１)から(３)までの

いずれかに該当するとき｡

(２) 保護者が破産手続開始の

決定を受けている場合その他

授業料の支弁が困難であると

認められるとき｡

(３) その他減免する必要があ

ると認められるとき｡

県立

学校
授業料

学業成績が良好であり､ かつ､

性行が正しい生徒が次のいずれか

に該当するとき｡

(１) 火災､ 風水害等の非常災

害により授業料の支弁が困難

であると認められるとき｡

(２) 保護者の疾病､ 障害又は

死亡により授業料の支弁が困

難であると認められるとき｡

(３) 通学又は下宿等 (通学が

困難であるためにする場合に

限る｡) に要する費用の多額

の負担により授業料の支弁が

困難であると認められるとき｡

(４) その他家計が困窮し､ 授

業料の支弁が､ 困難であると

認められるとき｡

略 略



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則を廃止する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第64号

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則を廃止する規則

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則 (昭和45年鳥取県規則第81号) は､

廃止する｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

訪問販売等に関する法律第20条の２第１項の規定に基づく立入検査に係る身分証明書の様式を定める規則等を

廃止する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第65号

訪問販売等に関する法律第20条の２第１項の規定に基づく立入検査に係る身分証明書の様式を定める規則

等を廃止する規則

次に掲げる規則は､ 廃止する｡

１ 訪問販売等に関する法律第20条の２第１項の規定に基づく立入検査に係る身分証明書の様式を定める規則

(平成５年鳥取県規則第60号)

２ ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第17条第１項の規定に基づく立入検査に係る身分証明書

の様式を定める規則 (平成５年鳥取県規則第61号)

３ 不当景品類及び不当表示防止法第９条の４第１項の規定に基づく立入検査等に係る身分証明書の様式を定

める規則 (平成12年鳥取県規則第29号)

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

鳥取県改良普及員資格試験条例施行規則を廃止する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博
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略 略



鳥取県規則第66号

鳥取県改良普及員資格試験条例施行規則を廃止する規則

鳥取県改良普及員資格試験条例施行規則 (昭和59年鳥取県規則第28号) は､ 廃止する｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県林業改良指導員資格試験条例施行規則を廃止する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第67号

鳥取県林業改良指導員資格試験条例施行規則を廃止する規則

鳥取県林業改良指導員資格試験条例施行規則 (昭和60年鳥取県規則第10号) は､ 廃止する｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡
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